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す
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梨
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す
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梨
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す
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梨
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梨
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す
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梨
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一
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○
山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
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に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
一
〇

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
北
巨
摩
郡
高
根
町
」
を
「
北
杜
市
」
に
、「
南
巨
摩
郡
中
富
町
」
を
「
南
巨
摩
郡
身
延
町

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
（
「
北
巨

摩
郡
高
根
町
」
を
「
北
杜
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
一
の
表
位
置
の
欄
中
「
東
八
代
郡
石
和
町
」
を
「
笛
吹
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
位
置
の
欄
中
「
東
八
代
郡
石
和
町
」
を
「
笛
吹
市
」
に
、
「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
」
、「
中

巨
摩
郡
敷
島
町
」
及
び
「
北
巨
摩
郡
双
葉
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
、
「
北
巨
摩
郡
長
坂
町
」
及
び
「
北

巨
摩
郡
須
玉
町
」
を
「
北
杜
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
位
置
の
欄
中
「
北
巨
摩
郡
明
野
村
」
を
「
北
杜
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

一

別
表
第
五
の
改
正
規
定
（
「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
」
、
「
中
巨
摩
郡
敷
島
町
」
及
び
「
北
巨
摩
郡

双
葉
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
十
六
年
九
月
一
日

二

別
表
第
三
の
一
の
表
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
五
の
改
正
規
定
（
「
東
八
代
郡
石
和
町
」
を
「

笛
吹
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

同
年
十
月
十
二
日

三

別
表
第
五
の
改
正
規
定
（
「
北
巨
摩
郡
長
坂
町
」
及
び
「
北
巨
摩
郡
須
玉
町
」
を
「
北
杜
市
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
七
の
改
正
規
定
　
同
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

六
月
二
十
四
日

号
外
第
三
十
号

木　曜　日



山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
環
境
整
備
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
使
用
済
自
動
車
　
１
　
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に

林
務
　

の
再
資
源
化
等
に

よ
る
解
体
業
の
許
可
　
　
　
　

○

環
境
　

関
す
る
法
律
（
平
　
　
　
　
　
　
　
　

部
長
　

成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
十
七
号
）
の
施

２
　
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
　
　
　
　
　
　

林
務
　

行
に
関
す
る
事
務

よ
る
解
体
業
の
許
可
の
更
新

○

環
境
　

部
長
　

３
　
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
　
　
　
　
　
　

林
務
　

に
よ
る
解
体
業
の
許
可
に
係
る

○

環
境
　

申
請
事
項
の
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　

部
長
　

４
　
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
　
　
　
　
　
　

林
務
　

解
体
業
の
廃
業
等
の
届
出

○

環
境
　

部
長
　

５
　
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
　
　
　
　
　
　
　

解
体
業
の
許
可
の
取
消
し
及
び
　
　
　
　

○
　
　
　
　

事
業
の
停
止
の
命
令
　
　
　
　
　
　
　

６
　
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
　
　
　
　
　
　

林
務
　

に
よ
る
破
砕
業
の
許
可

○
　
　

環
境
　

部
長
　

７
　
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
　
　
　
　
　
　

林
務
　

に
よ
る
破
砕
業
の
許
可
の
更
新

○
　
　

環
境
　

部
長
　

８
　
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
　
　
　
　
　
　

林
務
　

よ
る
破
砕
業
の
事
業
範
囲
の
変
　
　
　
　

○

環
境
　

更
の
許
可
　
　
　
　
　
　

部
長
　

９
　
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
　
　
　
　
　
　

林
務
　

に
よ
る
破
砕
業
の
許
可
に
係
る
　
　
　
　

○

環
境
　

申
請
事
項
の
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　

部
長
　

10

第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
　
　
　
　
　
　

林
務
　

す
る
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
　
　
　
　

○

環
境
　

る
破
砕
業
の
廃
業
等
の
届
出
　
　
　
　
　
　

部
長
　

11

第
七
十
二
条
に
お
い
て
読
み
　
　
　
　
　
　
　

替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
　
　
　
　
　
　
　

の
規
定
に
よ
る
破
砕
業
の
許
可
　
　
　
　

○
　
　
　
　

の
取
消
し
及
び
事
業
の
停
止
の
　
　
　
　
　
　
　

命
令
　
　
　
　
　
　
　

12

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
　
　
　
　
　
　
　

定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
山
梨
　
　

○
　
　
　
　
　

県
警
察
本
部
長
の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　
　
　
　

13

第
百
二
十
五
条
第
二
項
の
規
　
　
　
　
　
　
　

定
に
よ
る
処
分
に
関
す
る
山
梨
　
　

○
　
　
　
　
　

県
警
察
本
部
長
の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　
　
　
　

14

第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
　
　
　
　
　
　
　

に
よ
る
関
連
事
業
者
の
報
告
の
　
　

○
　
　
　
　
　

徴
収
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
条

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
環
境
整
備
課
の
項
第
六
号
14
を
同
号
29
と
し
、
同
号
13
を
同
号
28
と
し
、
同

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

二



号
12
を
同
号
27
と
し
、
同
号
27
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

25

第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
関
連
　
　
　
　
　
　

林
務
　

事
業
者
に
対
す
る
勧
告
　
　
　
　

○
　
　

環
境
　

部
長
　

26

第
九
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
関
連
　
　
　
　
　
　
　

○
　
　
　
　

事
業
者
に
対
す
る
措
置
の
命
令
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
四
の
表
環
境
整
備
課
の
項
第
六
号
11
を
同
号
24
と
し
、
同
号
１
か
ら
10
ま
で
を
同
号

14
か
ら
23
ま
で
と
し
、
同
号
に
１
か
ら
13
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
　
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
　
　
　
　
　
　

林
務
　

言

○

環
境
　

部
長
　

２
　
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
　
　
　
　
　
　

林
務
　

に
よ
る
勧
告

○

環
境
　

部
長
　

３
　
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
　
　
　
　
　
　
　

○
　
　
　
　

の
命
令
　
　
　
　
　
　
　

４
　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
　
　
　
　
　
　

林
務
　

取
業
者
の
登
録
　
　
　
　

○
　
　

環
境
　

部
長
　

５
　
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
　
　
　
　
　
　

林
務
　

取
業
者
の
登
録
の
更
新
　
　
　
　

○
　
　

環
境
　

部
長
　

６
　
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
　
　
　
　
　
　

林
務
　

取
業
者
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
　
　
　
　

○
　
　

環
境
　

部
長
　

７
　
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
　
　
　
　
　
　

林
務
　

取
業
者
の
廃
業
等
の
届
出
　
　
　
　

○
　
　

環
境
　

部
長
　

８
　
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
　
　
　
　
　
　
　

取
業
者
の
登
録
の
取
消
し
及
び
事
業
の
停
　
　
　

○
　
　
　
　

止
の
命
令
　
　
　
　
　
　
　

９
　
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
　
　
　
　
　
　

林
務
　

ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
　
　
　
　

○

環
境
　

部
長
　

10

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
フ
　
　
　
　
　
　

林
務
　

ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
更
新
　
　
　
　

○
　
　

環
境
　

部
長
　

11

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
　
　
　
　
　
　

林
務
　

ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
事
項
の
変
更
の
　
　
　
　

○

環
境
　

届
出
　
　
　
　
　
　

部
長
　

12

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
　
　
　
　
　
　
　

ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
取
消
し
及
び
　
　
　

○
　
　
　
　

事
業
の
停
止
の
命
令
　
　
　
　
　
　
　

13

第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
　
　
　
　
　
　

林
務
　

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
　
　
　
　

○
　

環
境
　

回
収
業
者
の
廃
業
等
の
届
出
　
　
　
　
　
　

部
長
　

別
表
第
二
の
四
の
表
環
境
整
備
課
の
項
第
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

30

第
百
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　

報
管
理
セ
ン
タ
ー
の
報
告
の
徴
収
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

三



附
　
則

第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
収
納
の
委
託
基
準
）

第
五
条
の
九

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

契
約
予
定
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
三
年
前
ま
で
の
各
営
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
お
い

て
資
本
の
欠
損
が
な
く
、
か
つ
、
当
該
営
業
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
に
お
い
て
当
期
利
益
が
あ

る
こ
と
。

二

普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
金
又
は
電
気
料
金
、
ガ
ス
料
金
、
電
信
電
話
料
金
等
の
収
納
に
つ
い

て
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

収
納
し
た
金
額
、
納
付
日
等
を
電
磁
的
記
録
（
条
例
第
百
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁

的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
つ
て
正
確
に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
て
、
山
梨
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
五
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
旧
櫛
形
町
」
を
「
櫛
形
町
」
に
、
「
石
和
町
」
を
「
笛
吹
市
（

平
成
十
六
年
十
月
十
一
日
に
お
け
る
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
（
以
下
「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
」

を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「

石
和
町
」
を
「
笛
吹
市
（
平
成
十
六
年
十
月
十
一
日
に
お
け
る
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
七
号

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
の
第
一
の
一
の
２
の
●
中
「
二
百
四
十
六
万
八
千
円
」
を
「
二
百
四
十
三
万
三
千
円
」
に
改
め
、

同
表
の
第
一
の
三
の
●
中
「
こ
と
の
」
を
「
こ
と
が
」
に
、
同
表
の
第
一
の
三
の
●
の
●
の
表
中
「

三
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
二
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
一
〇
〇
円
」

に
、
「
四
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
五
〇

〇
円
」
に
、
「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
一

、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
七
五
、
八
〇
〇
円
」
を

「
七
五
、
六
〇
〇
円
」
に
、「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
の
第
一

の
三
の
●
の
●
の
表
中
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
九
〇
〇
円
」
に
、「
二
〇
、
一
〇
〇
円
」

を
「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
の
第
一
の
六
の
●
中
「
五
十
二
万
五
千
円
」
を
「
五
十
一
万

九
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
九
の
●
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

●

埋
葬
の
た
め
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
は
、
一
体
当
た
り
十
九
万
三
千
円
以
内
（
死

亡
時
に
お
い
て
十
二
歳
未
満
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
十
五
万
四
千
四
百
円
以
内
）
と
す

る
。

別
表
の
第
一
の
十
一
の
●
の
●
中
「
三
千
二
百
円
」
を
「
三
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の

十
二
の
●
中
「
十
三
万
八
千
五
百
円
」
を
「
十
三
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
の
●
の
１
の
●

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

四

（ ）二

（ ）二

（ ）三

（ ）三

（ ）三

（ ）１

（ ）四

（ ）二

（ ）１

（ ）一

（ ）１

（ ）三 （ ）三

（ ）２



中
「
一
万
七
千
六
百
円
」
を
「
一
万
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
の
●
の
１
の
●
中
「
一
万

二
千
百
円
」
を
「
一
万
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
の
●
の
１
の
●
中
「
一
万
千
六
百
円
」
を

「
一
万
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
の
●
の
１
の
●
中
「
一
万
七
千
四
百
円
」
を
「
一
万
七
千

二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
の
●
の
１
の
●
中
「
二
万
九
百
円
」
を
「
二
万
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
八
号

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
五
号

と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
三
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

十
四
　
国
立
大
学
法
人

第
二
条

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

第
九
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

第
九
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
九
号

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
、
竜
王
町
、
敷
島
町
」
を
削
り
、
「
の
全
域
」
を
「
並
び
に
甲
斐
市
の
う

ち
竜
王
、
竜
王
新
町
、
篠
原
、
富
竹
新
田
、
万
才
、
名
取
、
西
八
幡
、
玉
川
、
長
塚
、
大
下
条
、
中
下

条
、
島
上
条
、
天
狗
沢
、
大
久
保
、
境
、
牛
句
、
亀
沢
、
打
返
、
漆
戸
、
獅
子
平
、
上
菅
口
、
下
菅
口

、
安
寺
、
神
戸
、
下
福
沢
、
上
福
沢
、
下
芦
沢
、
上
芦
沢
、
吉
沢
及
び
千
田
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
号

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
八
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
項
中
「
第
二
条
の
規
定
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
」
を
加

え
る
。

附
則
に
次
の
四
項
及
び
二
表
を
加
え
る
。

（
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

指
定
工
場
の
う
ち
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
附
則
別
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
も
の
に
係
る
汚
水

の
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
係
る
規
制
基
準
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月

三
十
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
の
一
の
２
の
　
の
備
考
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

附
則
別
表
一
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

４

特
定
施
設
の
う
ち
、
新
規
則
別
表
第
四
の
二
の
３
の
　
の
備
考
２
に
規
定
す
る
既
設
で
あ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
附
則
別
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
も
の
に
係
る
汚
水
の
ふ

っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
係
る
規
制
基
準
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
三
十

日
ま
で
の
間
、
新
規
則
別
表
第
四
の
二
の
３
の
　
の
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
一
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

５

特
定
施
設
の
う
ち
、
新
規
則
別
表
第
四
の
二
の
３
の
　
の
備
考
２
に
規
定
す
る
新
設
で
あ
る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
附
則
別
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
も
の
に
係
る
汚
水
の
ふ

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
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成
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っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
係
る
規
制
基
準
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
三
十

日
ま
で
の
間
、
新
規
則
別
表
第
四
の
二
の
３
の
　
の
備
考
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附

則
別
表
一
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６

附
則
別
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
業
種
そ
の
他
の

区
分
に
属
す
る
指
定
工
場
等
に
係
る
汚
水
の
規
制
基
準
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九

年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
別
表
第
四
の
一
の
２
の
　
の
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
及

び
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物
の
項
並
び
に
同
表
の

二
の
３
の
　
の
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝

酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
二
の
下
欄
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

附
則
別
表
一
（
附
則
第
三
項
│
第
五
項
関
係
）

業
　
　
種
　
　
そ
　
　
の
　
　
他
　
　
の
　
　
区
　
　
分

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準

業
　
　
種
　
　
そ
　
　
の
　
　
他
　
　
の
　
　
区
　
　
分

（
単
位
　
ふ
っ
素
の
量
に
関

し
て
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
）

貴
金
属
製
造
・
再
生
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が

一
二

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
金
属
複
合
板
製
造
業

一
三

非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
業
（
貴
金
属
製
造
・
再
生
業
を
除
く
。
）

化
学
肥
料
製
造
業
　

一
五

ふ
っ
化
水
素
酸
製
造
業
　

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

う
わ
薬
製
造
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
ほ
う
ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す

る
も
の
に
限
る
。
）

貴
金
属
製
造
・
再
生
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

電
気
め
っ
き
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

旅
館
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
り
、
温
泉
（
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
昭
和

四
十
九
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
ゆ
う
出
し
て
い
る
温
泉
を

利
用
す
る
旅
館
業
に
属
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が

二
五

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

う
わ
薬
製
造
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
ほ
う
ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す

る
も
の
に
限
る
。
）

電
気
め
っ
き
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立

五
〇

方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

旅
館
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
及
び
昭
和
四

十
九
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
ゆ
う
出
し
て
い
る
温
泉
を
利

用
す
る
旅
館
業
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）

備
考１

こ
の
表
の
数
値
は
、
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
。

以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出

値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日
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２

こ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
指
定
工
場
等
が
同
時
に
他
の
業
種

そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
別
表
第
四
の
一
の
２
の
　
、
同
表
の
二
の

３
の
　
又
は
こ
の
表
に
よ
り
そ
の
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
つ
き
異
な
る
規
制
基
準
が
定
め
ら
れ

て
い
る
と
き
は
、
当
該
指
定
工
場
等
に
係
る
汚
水
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
制
基
準
の
う
ち
、

最
大
の
も
の
を
適
用
す
る
。

附
則
別
表
二
（
附
則
第
六
項
関
係
）

有
害
物
質
の
種
類
　
業
　
種
　
そ
　
の
　
他
　
の
　
区
　
分

規
制
基
準

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
　
ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業

五
〇

（
単
位
　
ほ
う
素
の
量
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
し
て
、
一
リ
ッ
ト
ル
に

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う
ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す
る
も
の
　

つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

に
限
る
。
）

貴
金
属
製
造
・
再
生
業
　

電
気
め
っ
き
業
　

下
水
道
業
（
旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
　

。
）
に
属
す
る
指
定
工
場
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
又
は
　

廃
液
を
受
け
入
れ
て
い
る
終
末
処
理
場
（
下
水
道
法
（

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
　

規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
　

の
で
一
定
の
も
の
に
限
る
。
）

ほ
う
酸
製
造
業
　

一
〇
〇

金
属
鉱
業
　

一
五
〇

粘
土
か
わ
ら
製
造
業
（
う
わ
薬
か
わ
ら
を
製
造
す
る
も
　

の
に
限
る
。
）

う
わ
薬
製
造
業
（
う
わ
薬
か
わ
ら
の
製
造
に
供
す
る
も
　

の
を
製
造
す
る
も
の
に
限
る
。
）

旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
〇
〇

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
　
化
学
肥
料
製
造
業
　

一
四
〇

ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
酸
化
物
製
造
業
　

二
〇
〇

（
単
位
　
ア
ン
モ
ニ
ア
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

窒
素
に
〇
・
四
を
乗
じ
た
　
酸
化
銀
製
造
業
及
び
触
媒
製
造
業
　

二
五
〇

も
の
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
　
下
水
道
業
（
特
定
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
主
と
し
て

三
〇
〇

に
関
し
て
、
一
リ
ッ
ト
ル
　
利
用
さ
れ
る
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
終
末
処
理
場
（

に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

指
定
工
場
等
（
モ
リ
ブ
デ
ン
化
合
物
製
造
業
、
ジ
ル
コ
　
　
　
　
　
　
　

ニ
ウ
ム
化
合
物
製
造
業
又
は
水
酸
化
ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物
　
　
　
　
　
　
　

製
造
業
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
排
出
さ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　

水
又
は
廃
液
を
受
け
入
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
　
　
　
　
　
　
　

る
も
の
に
限
る
。
）

電
気
め
っ
き
業

五
〇
〇
　
　
　

酸
化
コ
バ
ル
ト
製
造
業

七
〇
〇
　
　
　

畜
産
農
業

九
〇
〇
　
　
　

炭
酸
バ
リ
ウ
ム
製
造
業

一
〇
〇
〇
　
　

黄
鉛
顔
料
製
造
業

一
三
〇
〇
　
　

す
ず
化
合
物
製
造
業

二
〇
〇
〇
　
　

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
化
合
物
製
造
業
、
モ
リ
ブ
デ
ン
化
合
物

二
四
〇
〇
　
　

製
造
業
及
び
バ
ナ
ジ
ウ
ム
化
合
物
製
造
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

硝
酸
銀
製
造
業

二
五
〇
〇
　
　

貴
金
属
製
造
・
再
生
業

五
〇
〇
〇
　
　

山
梨
県
公
報
号
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十
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ネ
オ
ジ
ム
化
合
物
製
造
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
考
　

１

こ
の
表
の
数
値
は
、
府
令
第
二
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出

値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
業
種
そ
の
他
の

区
分
に
属
す
る
指
定
工
場
等
が
同
時
に
他
の
業
種
そ
の
他
の
区
分
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、

新
規
則
別
表
第
四
の
一
の
２
の
　
、
同
表
の
二
の
３
の
　
又
は
こ
の
表
に
よ
り
そ
の
業
種
そ

の
他
の
区
分
に
つ
き
異
な
る
規
制
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
指
定
工
場
等
に
係

る
汚
水
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
制
基
準
の
う
ち
、
最
大
の
も
の
を
適
用
す
る
。

３

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
中
下
水
道
業
に
お
い
て
「
一
定
の
も
の
」
と
は
、
次
の
算
式

に
よ
り
計
算
さ
れ
た
値
が
一
〇
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。

∑C
i

・Q
i

Ｑ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ci
、

及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ci

当
該
終
末
処
理
場
に
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
旅
館
業
に
属
す
る
指
定
工
場
等
ご
と

に
、
当
該
指
定
工
場
等
か
ら
当
該
終
末
処
理
場
に
排
出
さ
れ
る
水
又
は
廃
液
に
含
ま
れ

る
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の
通
常
の
値
（
単
位
　
ほ
う
素
の
量
に
関
し
て
、
一
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

当
該
指
定
工
場
等
か
ら
当
該
終
末
処
理
場
に
排
出
さ
れ
る
水
又
は
廃
液
の
通
常
の
量

（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ

当
該
終
末
処
理
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
の
通
常
の
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方

メ
ー
ト
ル
）

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
七
条
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一
　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
二
号

山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
も
つ
て
す
る
の
は
」

「
荒
　
川
　
甲
府
市
平
瀬
町

桜
橋
標
木
か
ら
上

を
「
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
」
に
、

中
巨
摩
郡
敷
島
町
大
字
吉
沢
　
　
　
　
　
　
　
　

流
　
　
「

甲
府
市
平
瀬
町

を
　
荒
　
川
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
橋
標
木
か
ら
上
流
　
に
改
め
る
。

」

甲
斐
市
大
字
吉
沢
　
　
　
　
　
　
　
　
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
北
巨
摩
郡
双
葉
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
、
「
北
巨
摩
郡
長
坂
町
」
を
「
北
杜
市

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（

「
北
巨
摩
郡
長
坂
町
」
を
「
北
杜
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日
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山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

五
　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

六
　
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

七
　
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構

第
二
条
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
に
係
る
認
定
事
務
取
扱
規
則
（
平
成
十
六
年

山
梨
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
中
「
第
二
十
条
の
二
第
九
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
十
項
」
に
、
「
第
三
十

八
条
の
四
第
十
九
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。

「
第
２
０
条
の
２
第
９
項
　
　
　
「
第
２
０
条
の
２
第
１
０
項

第
一
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

第
３
８
条
の
４
第
１
９
項
」

第
３
８
条
の
４
第
２
０
項
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
六
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
の
表
中
「
身
延
町
」
を
「
身
延
町
（
平
成
十
六
年
九
月
十
二
日
に
お
け
る
身
延
町
の

区
域
に
限
る
。
）
」
に
、
「
芦
安
芦
倉
及
び
芦
安
安
通
」
を
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け

る
芦
安
村
」
に
、
「
春
日
居
町
」
を
「
甲
斐
市
　
春
日
居
町
」
に
、
「
六
郷
町
　
下
部
町
（
中
之
倉

ト
ン
ネ
ル
以
東
の
地
域
を
除
く
。
）
」
を
「
六
郷
町
」
に
、
「
中
富
町
」
を
「
身
延
町
（
平
成
十
六

年
九
月
十
二
日
に
お
け
る
身
延
町
の
区
域
及
び
中
之
倉
ト
ン
ネ
ル
以
東
の
区
域
を
除
く
。
）
」
に
、

「
竜
王
町
　
敷
島
町
　
双
葉
町
　
上
野
原
町
」
を
「
上
野
原
町
」
に
、
「
大
和
村
　
明
野
村
」
を
「

北
杜
市
（
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
明
野
村
の
区
域
に
限
る
。
）

大
和
村
」
に
、
「

須
玉
町
」
を
「
北
杜
市
（
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
須
玉
町
の
区
域
に
限
る
。
）
」
に

、
「
芦
川
村
　
武
川
村
」
を
「
北
杜
市
（
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
武
川
村
の
区
域
に

限
る
。）

芦
川
村
」
に
、「
富
士
吉
田
市
」
を
「
富
士
吉
田
市
　
北
杜
市
（
平
成
十
六
年
十
月
三

十
一
日
に
お
け
る
明
野
村
、
須
玉
町
及
び
武
川
村
の
区
域
を
除
く
。
）
」
に
、
「
下
部
町
（
中
之
倉

ト
ン
ネ
ル
以
東
の
地
域
」
を
「
身
延
町
（
中
之
倉
ト
ン
ネ
ル
以
東
の
区
域
」
に
、
「
高
根
町
　
長
坂

町
　
大
泉
村
　
白
州
町
　
忍
野
村
」
を
「
忍
野
村
」
に
改
め
る
。

第
二
条

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
の
表
中
「
石
和
町
」
を
「
笛
吹
市
（
平
成
十
六
年
十
月
十
一
日
に
お
け
る
石
和
町
の

区
域
に
限
る
。
）
」
に
、
「
春
日
居
町
」
を
「
笛
吹
市
（
平
成
十
六
年
十
月
十
一
日
に
お
け
る
石
和

町
の
区
域
を
除
く
。
）
」
に
、
「
勝
沼
町
　
御
坂
町
　
一
宮
町
　
八
代
町

境
川
村
」
を
「
勝
沼
町

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
第
五
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定
（
「
芦
安
芦
倉
及
び
芦
安
安
通
」
を
「
平
成
十
五
年

三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
芦
安
村
」
に
改
め
る
部
分
、
「
春
日
居
町
」
を
「
甲
斐
市

春
日
居
町

」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
竜
王
町
　
敷
島
町
　
双
葉
町

上
野
原
町
」
を
「
上
野
原
町
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
十
六
年
九
月
一
日

二

第
一
条
中
第
五
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定
（
「
身
延
町
」
を
「
身
延
町
（
平
成
十
六
年
九
月
十

二
日
に
お
け
る
身
延
町
の
区
域
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
部
分
、
「
六
郷
町
　
下
部
町
（
中
之
倉

ト
ン
ネ
ル
以
東
の
地
域
を
除
く
。
）
」
を
「
六
郷
町
」
に
改
め
る
部
分
、
「
中
富
町
」
を
「
身
延

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

九

「
第
２
０
条
の
２
第
９
項
　
　
　
「
第
２
０
条
の
２
第
１
０
項

第
３
８
条
の
４
第
１
９
項
」

第
３
８
条
の
４
第
２
０
項
」



町
（
平
成
十
六
年
九
月
十
二
日
に
お
け
る
身
延
町
の
区
域
及
び
中
之
倉
ト
ン
ネ
ル
以
東
の
区
域
を

除
く
。
）
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
下
部
町
（
中
之
倉
ト
ン
ネ
ル
以
東
の
地
域
」
を
「
身
延
町
（

中
之
倉
ト
ン
ネ
ル
以
東
の
区
域
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

三
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日

四
　
そ
の
他
の
規
定
　
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
規
則
第
四
十
七
号

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
同
項
」
を
「
同
項
各
号
」
に
改
め
、
「
等
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号

山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
号
中
「
地
域
振
興
整
備
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
」
に
改

め
、
「
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

一
〇

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


